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改善報告書 

＜2018（平成 30）年度申請大学用＞ 

大 学 名 称       法 政 大 学  （評価申請年度 2018年度） 

経営系専門職大学院名称  ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科(ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻) 

 

１．検討課題を踏まえた課題解決計画 

 

№ 種  別 内  容 

1 関連する大項目／項目 １.使命・目的・戦略 

項目１：目的の設定及び適切性 

評価当時の状況 ビジネスと情報技術を有機的に結びつけてビ

ジネスの変革を推進する人材を育成するという

視点から、「ビジネスへのＩＴの戦略的活用」を

重視しているものの、この点が目的において明確

に記述されておらず、特色として具体的に盛り込

まれていなかった。また、2004（平成 16）年度

の開設以降、中小企業を取り巻くＩＴ環境は、Ａ

Ｉ（人工知能）やフィンテック（金融とＩＴの融

合）の登場など大きく変化しており、この点が明

確に示されていなかった。 

課題解決計画 検討課題の指摘を受け、将来構想実行委員会で検

討し、教授会でも議論した。その結果、本専攻の強

み・特色である「ビジネスへのＩＴの戦略的活用」

については、学則の目的に示すよりもカリキュラ

ムに反映する方が柔軟性が高く、2021年度から「プ

ログラム」という形で示すことを計画している。具

体的には、ビジネス・イノベータ育成プログラム、

経営コンサルタント養成プログラム、後継者育成プ

ログラム、データサイエンティスト育成プログラ

ム、ITコーディネーター養成プログラム、ＧＭＢＡ

プログラムなどである。 

当研究科では、ITにおいて、技術ではなく活用に

重点を置いている。フィンテックにおいては、クラ

ウドファンディングを資金調達に活用する動きも

加速しており、中小企業にも活用が広がるという観

点で、昨年度より「フィンテックと企業経営」をカ

リキュラムに組み込んでいる。ＡＩも同等の観点
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で、検討課題としている。カリキュラムにおいては、

IT関連も含めて、毎年、総合的に講義科目を見直し

ていくことを考えている。 

 

№ 種  別 内  容 

２ 関連する大項目／項目 ２．教育の内容・方法・成果 

（１）教育課程・教育内容 

項目４：教育課程の編成 

４．学生の受け入れ 

項目 15：学生の受け入れ方針、入学者選抜の実

施体制及び定員管理 

評価当時の状況  本専攻は、経営管理修士と経営情報修士の２つの

学位を用意し、入学後のある時期に選択できるよう

にしてきた。それは、修了後の業務においてどちら

の学位がより望ましいかを、ビジネス環境を見なが

ら決められるようにするという配慮からであった。

しかし、両者の違いは、履修科目の違いにとどまっ

ており、授与する学位ごとに、アドミッション・ポ

リシーを定めていなかった。 

課題解決計画  検討課題の指摘事項を受けて、将来構想実行委員

会で検討し、教授会でも議論した。その結果，経営

情報修士の学位を選択する学生は少なく、経営情報

修士の学位を廃止し、経営管理修士に一本化する方

向性を教授会で確認した。ただ、学位が２つから１

つになっても、教育の多様性はこれまで通り維持さ

れる。それを明確にするためにも、先に述べた「プ

ログラム」を明示することにしている。 

 

№ 種  別 内  容 

３ 関連する大項目／項目 ２．教育の内容・方法・成果 

（２）教育方法 

 項目８：授業計画、シラバス 

評価当時の状況  時間割上、同一時間帯に同一系の科目が開講さ

れていること（例えば、経営戦略論とファイナン

ス、生産マネジメントとマーケティング、プロジ

ェクトマネジメントとフィンテックと企業経営

等）によって１年制コースの学生の学修機会が失

われかねないとの指摘を受けた。 
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課題解決計画  基礎科目などの主要な科目については、昼間の１

年制学生向けと２年制学生向けに毎年別々に開講

しており、履修上の便宜を図っている。ただ、特に

１年制学生の場合、履修したかったけれど時間的な

余裕がなくて履修できなかったという状況は発生

している。そこで、本専攻では、修了後に講義受講

できる仕組みを用意し、学生の要望に応えるように

している。 

 

№ 種  別 内  容 

４ 関連する大項目／項目 ２．教育の内容・方法・成果 

（２）教育方法 

項目９：成績評価 

評価当時の状況  成績評価に関するガイドラインを定めている

ものの、必ずしもこれに沿った評価が行われてい

ないとの指摘を受けた。専任教員については、教

授会で確認しているので徹底されているが、兼任教

員にはガイドラインを配付するだけで、必ずしもき

め細かい情報共有がなされていなかった。 

課題解決計画  2019年度から大学全体の評価方法が 10段階評価

に変更になり、本専攻もそれに合わせて５段階評価

から 10段階評価に変更した。兼任教員に対しても、

直接会って説明する場を設けるなど、評価方法にバ

ラツキが生じないように努めたい。10 段階評価の

最高評価点「S」については、受講者数の 10％以内

とすることを通知している。 

 

№ 種  別 内  容 

５ 関連する大項目／項目 ３．教員・教員組織 

項目 12：専任教員数、構成等 

評価当時の状況  専任教員の年齢構成について、 50 歳代後半以

降の年齢が多くなっており、若い教員が相対的に

少ないほか、外国籍の専任教員が少なくややバラ

ンスを欠いていることから、年齢等のバランスに

配慮した専任教員組織の編制に継続的に取り組

むという指摘を受けた。また、教員組織編制のた

めの基本的な方針が明確に定められていないと

いう指摘もあった。 
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課題解決計画  教員の年齢構成の高齢化が進んでいることは事

実だが、その改善に向けた取組は少しずつ進んでい

る。例えば、2019 年 4 月に新たに採用した教員は

40歳代である。また、教員編成の基本方針について

は作成しており、カリキュラムの見直しと連動し

て、どのような分野の教員をどの時期に採用すべき

かという議論を採用・人事委員会において検討して

いる。 

 

№ 種  別 内  容 

６ 関連する大項目／項目 ３．教員・教員組織 

項目 13：教員の募集・任免・昇格 

評価当時の状況  研究者教員及び実務家教員の任免・昇格につい

て、実務家教員は実際のビジネスに必要な知識・

能力等を涵養するための教員であり、両者の役割

は異なることから、研究者教員及び実務家教員に

対するそれぞれの評価基準を明確にすることが

望まれるという指摘を受けた。 

課題解決計画  検討課題の指摘を受けて、評価基準を分けること

を検討した。その結果、本専攻の教員のほとんどは、

実務経験を有する教員であり、同時に研究にも従事

している。新たな教員を採用する場合も、実務家で

あり、かつ社会人向け大学院等でアカデミックなト

レーニングを受けていることが重要であることを

確認した。研究をしながら実務にも精通しているこ

とが本専攻の教員に共通した特徴であるので、両者

を分ける必要性は低いものと再確認し、共通の基準

で運用してきていきたいと考えている。 

 

№ 種  別 内  容 

７ 関連する大項目／項目 ３．教員・教員組織 

項目 14：教育研究活動等の評価 

評価当時の状況  専任教員の研究活動について、学術研究データ

ベース等を活用し、学内的な客観的業績評価に取

り組むことが望まれるという指摘を受けた。 

課題解決計画  専任教員については、ホームページの教員紹介に

おいて、研究業績と社会的な活動などが比較的詳細

に示されているが、情報量は教員によって差があ
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る。この点を改善するとともに、全学の学術データ

ベースのアップデートを頻繁に行うことが教授会

において確認された。 

 

№ 種  別 内  容 

８ 関連する大項目／項目 ４．学生の受け入れ 

項目 15：学生の受け入れ方針、入学者選抜の実施

体制及び定員管理 

評価当時の状況  東京近郊圏からの学生受け入れを踏まえ、静岡

サテライト・キャンパスでの経験を生かして学生

ニーズを十分に検討した１年制（中小企業診断士

養成課程を除く）の具体的な建て直し改善策を検

討するとともに、学生の経済的（金銭的）負担軽

減策の再考が望まれるという指摘を受けた。確か

に、中小企業診断士養成課程以外の１年制学生は

少数にとどまっており、専攻内でも打開策が検討

されている。 

課題解決計画  東京近郊からの学生を受け入れるために、土曜日

に基礎科目を配置することによって、２年間、土曜

日だけ通学することによって所定の課程を履修で

きるような工夫をしている。これをより明確に打ち

出すために「プログラム」として明示する計画であ

る。 

 中小企業診断士養成課程以外の１年制学生を増

やすことについては、後継者育成プログラムを明示

したり、１年間の教育訓練休暇制度を持っている企

業に呼びかけたりすることを予定している。 

（※学生の受け入れ方針（評価の視点 4-1）につい

ては、No.2の課題解決計画に準ずる。） 

 

№ 種  別 内  容 

９ 関連する大項目／項目 ６．教育研究等環境 

項目 17：施設・設備、人的支援体制の整備 

評価当時の状況  優秀な修了生に対して事業開始等の準備を支

援するためにインキュベーション・ルームを事務

所として使用することができるようにしている

ものの、インキュベーション･ルーム活用後の修

了生が実際に起業・創業したかの実績把握が組織
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的になされておらず、また独立後のフォロー体制

が十分に示されなかった点については、改善の余

地がある。修了生の社会でのさらなる飛躍に向け

た支援体制を検討することが望まれるとの指摘

を受けた。 

課題解決計画  学生の同窓会組織との連携は取っているが、個々

の修了生の状況については、各教員が個別に把握し

ているものの、組織的に共有するところまでいって

いなかった。今後は、学生委員会が中心となって、

修了生のネットワークづくりを強化することが確

認された。 

 

№ 種  別 内  容 

10 関連する大項目／項目 ８．点検・評価、情報公開 

項目 22：自己点検・評価 

評価当時の状況  認証評価の実施にあわせた自己点検・評価以外

に、各種委員会において年度ごとに計画を立て、

年度末に活動の振り返りや翌年度に引き継ぐ課

題等を確認しているものの、これらが専攻全体と

して統括されていないので、組織的な実施が望ま

れるとの指摘を受けた。確かに、１年間の活動に

ついて、３月の教授会で各委員会の主査から報告

されているが、口頭での報告にとどまっている委

員会もあった。 

課題解決計画  年度末の委員会活動報告は、文書で教授会に提出

することを義務づけた。 
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２：勧告に対する改善計画及び改善完了報告 

 

№ 種  別 内  容 

1 大項目／項目 ２．教育の内容・方法・成果 

（１）教育課程・教育内容 

項目５：単位の認定、課程の修了等 

勧告事項 授与する学位が同一であるにも関わらず、１年制

及び２年制コースとＧＭＢＡの修了要件単位数

が異なることについては改善が求められる。 

評価当時の状況  ＧＭＢＡの修了要件単位数は 38 単位で、１年制

及び２年制コースの修了要件単位数 48 単位と異

なっていた。 

改善計画 ＧＭＢＡの修了要件単位数だけが異なる点につ

いては、2018 年 5 月開催のＧＭＢＡ委員会及び教

授会にて、修了要件単位を 48 単位とすることが検

討されており、同年 11月の教授会にて１年制及び

２年制コースと修了要件単位数を統一すること

を決定した。すでに、2019 年 4 月以降の入学生か

らすべてのコースで修了単位を 48 単位に統一、学

則改正も完了している。 

改善達成予定 2019年４月 

評価後の改善状況  計画通り 2019年 4月に学則を改正し、2019年度

（2019年 9月）入学生より、ＧＭＢＡの修了要件単

位数を 48単位とした。 

なお、学生募集についても 2019 年度入学生の修了

要件単位数を変更した単位数で示した上で、選考を

実施し、2019年 9月に 13名が入学を予定している。 

 

 

 


